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（１）　保険料の基本的な算定方法
　介護保険料基準額の算定は、ＡをＢで割って導き出されます。
　　Ａ：（標準給付費見込額＋地域支援事業費）第１号被保険者負担割合－準備基金取崩額
　　Ｂ：第１号被保険者数
　　　＊　実際の算定にあたっては、後期高齢者割合補正、所得段階別割合補正、収納率などの補正係数および調整交付金の額が加味されます。
　　　＊　標準給付費見込額は、総給付費、特定入居者介護サービス費等給付額、高額介護サービス等給付額、算定対象審査支払手数料の合計となります。
　　　＊　準備基金の残高　平成２０年１２月時点で１２億８千万円となっています。

（円）

（２）国が示す介護報酬引き上げに伴う保険料の考え方　

介護報酬の引き上げに伴う増額分を国の交付金により全額補填
介護報酬の引き上げに伴う増額分の半額を国の交付金により補填
介護報酬の引き上げに伴う保険料引き上げ分は、全額被保険者負担

実質の納付額

国からの補填額

合計

標準給付費見込額 22,203,193,517 22,660,027,098 23,041,914,459 67,905,135,074

介護報酬引き上げ後の想定額 平成21年度 平成22年度 平成23年度
21,199,621,733 21,562,365,025

高額介護サービス費等給付額 589,614,102

20,784,850,747

地域支援事業費 664,958,792 678,638,175

平成２１年度

115,934,105

63,546,837,505
特定入所者介護サービス費等給付額 790,828,228 824,122,591 837,910,717 2,452,861,536
総給付費

算定対象審査支払手数料 37,900,440 38,754,585 39,279,080

第１号被保険者数 80,818人 81,017人 80,794人

　介護報酬引き上げ後の介護保険料の設定については、介護報酬引き上げによる被保険者負担を抑制するため、国から臨時特例交付金が交付され
る予定となっています。調整後の保険料については次のようになっています。

平成２１年度　
平成２２年度　
平成２３年度　

国の特例交付金が出
た場合の実際の保険
料納付額について、３
年間の平均額。
実質的な基準額とな
る。

保険料算定を行ううえ
で、国の特例交付金を
加味しない基準額。

平成２２年度 平成２３年度

242,630人

597,528,189 602,359,637 1,789,501,928

2,033,676,029690,079,061



（３）第４期保険料に係る多段階設定

第４段階の軽減措置
第４段階中「公的年金等収入+合計所得金額≦80万円」の人
第５段階の軽減措置
第５段階中所得が１２５万未満の人

参考　　第３期における激変緩和措置対象者について

第４段階の激変緩和措置対象者
同世帯に経過措置適用者がいる市県民税非課税者で次の条件を満たす方
　　〇市県民税の経過措置対象者と同一の世帯に属していること
　　〇同一世帯に市県民税の経過措置対象者以外の課税者がいないこと
　　〇平成１７年１月１日現在において６５際以上

第５段階の激変緩和措置対象者
市県民税の経過措置対象者で次の条件を満たす方
　　〇市県民税の経過措置が適用されていること
　市県民税の経過措置の適用条件とは次のとおりです。

　　　　・前年の合計所得金額１２５万円以下
　　　　・平成１７年１月１日現在において６５歳以上

　第３期においては、老年者控除廃止等の税制改変による低所得者層に対する激変緩和措置を３年間継続しました。このことを
踏まえ。第４期においても低所得者層に対して、保険料の負担が出来るだけ緩和されるように出来るだけの措置を行います。
　この措置は次のようなものを考えています。



（４）具体的な保険料の算定について
　本広域連合では、（１）から（３）までの考え方を踏まえ次のような２案を作成しました。

　この案については、基準額が第３期と同様の額となるように設定したものです。

国の特例交付金を加味しない基準額

平成２１年度の想定保険料
第４期（平成２１年度から平成２３年度）の３年間における

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額 想定保険料と第３期の３年間の納付合計額は等しくなります。
第１段階 1,149 4,229 0.50 2,115 25,374
第２段階 12,788 0.50 2,115 25,374
第３段階 9,725 0.75 3,172 38,061
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,848 46,181 4,567

12,917 1.00 4,229 50,748
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,906 58,868 4,567

8,396 1.25 5,286 63,435
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,344 76,122

平成２２年度の想定保険料（実質の基準額）

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額
第１段階 1,149 4,292 0.50 2,146 25,752
第２段階 12,788 0.50 2,146 25,752
第３段階 9,725 0.75 3,219 38,628
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,906 46,869 4,635

12,917 1.00 4,292 51,504
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,979 59,745 4,635

8,396 1.25 5,365 64,380
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,438 77,256

平成２３年度の想定保険料

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額
第１段階 1,149 4,355 0.50 2,178 26,130
第２段階 12,788 0.50 2,178 26,130
第３段階 9,725 0.75 3,266 39,195
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,963 47,557 4,703

12,917 1.00 4,355 52,260
第５段階 9,173 新５段階 1.16 5,052 60,622 4,703

8,396 1.25 5,444 65,325
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,533 78,390

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額

実質の基準額
（実際の保険料納付額について、３年間の平均額）

４，２９２円

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額

案その１

４，３５５円



　この案については、基準額を財政的に出来るだけ引き下げを行ったものです。

国の特例交付金を加味しない基準額

平成２１年度の想定保険料 第４期（平成２１年度から平成２３年度）の３年間における
想定保険料と第３期の３年間の納付合計額の比較

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額 現行段階 段階別人数 第４期 第３期 ３期－４期
第１段階 1,149 4,207 0.50 2,104 25,242 第１段階 1,149 76,854 77,256 △ 402
第２段階 12,788 0.50 2,104 25,242 第２段階 12,788 76,854 77,256 △ 402
第３段階 9,725 0.75 3,155 37,863 第３段階 9,725 115,281 115,884 △ 603
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,828 45,940 4,544 第４段階 17,415 139,874 154,512 △ 14,638

12,917 1.00 4,207 50,484 12,917 153,708 154,512 △ 804
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,880 58,561 4,544 第５段階 9,173 178,301 193,140 △ 14,839

8,396 1.25 5,259 63,105 8,396 192,135 193,140 △ 1,005
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,311 75,726 第６段階 9,255 230,562 231,768 △ 1,206

平成２２年度の想定保険料（実質の基準額）

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額
第１段階 1,149 4,269 0.50 2,135 25,614
第２段階 12,788 0.50 2,135 25,614
第３段階 9,725 0.75 3,202 38,421
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,885 46,617 4,611

12,917 1.00 4,269 51,228
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,952 59,424 4,611

8,396 1.25 5,336 64,035
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,404 76,842

平成２３年度の想定保険料

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額
第１段階 1,149 4,333 0.50 2,167 25,998
第２段階 12,788 0.50 2,167 25,998
第３段階 9,725 0.75 3,250 38,997
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,943 47,316 4,680

12,917 1.00 4,333 51,996
第５段階 9,173 新５段階 1.16 5,026 60,315 4,680

8,396 1.25 5,416 64,995
第６段階 9,255 ２００万以上 1.50 6,500 77,994

案その２

実質の基準額
（実際の保険料納付額について、３年間の平均額）

４，２６９円 ４，３３３円

第４期想定保険料

軽減措置に
よる軽減額

第４期想定保険料

軽減措置に
よる軽減額

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額



　この案については、案その２をベースとし、より基準額を引き下げるため高所得者層に負担を求めたものです。

国の特例交付金を加味しない基準額

平成２１年度の想定保険料 第４期（平成２１年度から平成２３年度）の３年間における
想定保険料と第３期の３年間の納付合計額の比較

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額 現行段階 段階別人数 第４期 第３期 ３期－４期
第１段階 1,149 4,174 0.50 2,087 25,044 第１段階 1,149 76,248 77,256 △ 1,008
第２段階 12,788 0.50 2,087 25,044 第２段階 12,788 76,248 77,256 △ 1,008
第３段階 9,725 0.75 3,131 37,566 第３段階 9,725 114,372 115,884 △ 1,512
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,798 45,580 4,508 第４段階 17,415 138,771 154,512 △ 15,741

12,917 1.00 4,174 50,088 12,917 152,496 154,512 △ 2,016
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,842 58,102 4,508 第５段階 9,173 176,895 193,140 △ 16,245

8,396 1.25 5,218 62,610 8,396 190,620 193,140 △ 2,520
第６段階 6,818 ２００万以上 1.50 6,261 75,132 第６段階 6,818 228,744 231,768 △ 3,024

2,437 ４００万以上 1.75 7,305 87,654 2,437 266,868 231,768 35,100

平成２２年度の想定保険料（実質の基準額） 所得階層別人口（平成２１年度推計）
所得階層 人数

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額 200 ～300 5409
第１段階 1,149 4,235 0.50 2,118 25,410 300 ～400 1409
第２段階 12,788 0.50 2,118 25,410 400 ～500 763
第３段階 9,725 0.75 3,176 38,115 500 ～600 389
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,854 46,246 4,574 600 ～700 241

12,917 1.00 4,235 50,820 700 ～800 211
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,913 58,951 4,574 800 ～900 136

8,396 1.25 5,294 63,525 900 ～1000 102
第６段階 6,818 ２００万以上 1.50 6,353 76,230 1,000 ～ 595

2,437 ４００万以上 1.75 7,411 88,935

平成２３年度の想定保険料

現行段階 段階別人数 倍率 基準額＊倍率 年額
第１段階 1,149 4,299 0.50 2,150 25,794
第２段階 12,788 0.50 2,150 25,794
第３段階 9,725 0.75 3,224 38,691
第４段階 17,415 新４段階 0.91 3,912 46,945 4,643

12,917 1.00 4,299 51,588
第５段階 9,173 新５段階 1.16 4,987 59,842 4,643

8,396 1.25 5,374 64,485
第６段階 6,818 ２００万以上 1.50 6,449 77,382

2,437 ４００万以上 1.75 7,523 90,279

(参考）案

実質の基準額
（実際の保険料納付額について、３年間の平均額）

４，２３５円 ４，２９９円

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額

第４期想定保険料 軽減措置に
よる軽減額


